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第2章 保健医療・福祉サービスの利用の 
促進等のための取組

�

第１節	 高齢者又は障害のある者等への支援等

１	 関係機関における福祉的支援の実施体制等の充実
（１）刑事司法関係機関におけるアセスメント機能等の強化【施策番号 26】 

法務省は、矯正施設において、犯罪をした者等について、福祉サービスのニーズを早期に把握し、
円滑に福祉サービスを利用できるようにするため、社会福祉士又は精神保健福祉士を非常勤職員とし
て配置するほか、福祉専門官（社会福祉士、精神保健福祉士又は介護福祉士の資格を有する常勤職員）
を配置している（配置施設数の推移は資2-26-1参照）。また、平成 30 年度から大規模な刑事施設８庁、
令和元年度から女性刑事施設２庁を追加した合計 10 庁※ 1 において、入所時年齢が 60 歳以上の受刑
者を対象に認知症スクリーニング検査等を実施してきたところ、令和５年度からは、全国の刑事施設
において、入所時年齢 65 歳以上の受刑者等を対象に認知症スクリーニング検査等を実施し、認知症
等の早期把握に努めている。令和６年は、2,086 人に認知症スクリーニング検査等を実施し、そのう
ち医師による診察を実施した者の中で 132 人が認知症の診断を受けた。

少年鑑別所（法務少年支援センター）では、地域援助（【施策番号 85】参照）の一環として、検察
庁からのいわゆる入口支援※ 2 への協力依頼を受けて、被疑者等の福祉的支援の必要性の把握のため
に知的能力等の検査を実施しており、令和６年は、検察庁から 234 件（令和５年：253 件）の依頼
を受け、援助を実施した。

また、福祉的支援等を担当する保護観察官に対しては、福祉サービス利用に向けた調査・調整機能
の強化のための研修を実施し、福祉的支援に関する講義を実施しているほか、社会福祉士会等が主催
する研修や刑事司法関係機関と福祉関係機関が参加する福祉的支援に関する事例研究会に積極的に参
加させるなどして、保護観察官のアセスメント能力の更なる向上等を図っている。

資 2-26-1	 刑事施設・少年院における社会福祉士、精神保健福祉士及び福祉専門官の配置施設数の推移

区分 矯正施設の別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

社会福祉士
刑事施設 68 67 67 67
少年院 22 21 25 25

精神保健福祉士
刑事施設 8 8 8 8
少年院 2 2 2 2

福祉専門官
刑事施設 58 57 58 59
少年院 9 10 12 12

出典：法務省資料による。

※ 1	 令和４年度までの認知症スクリーニング検査実施 10庁
	 札幌、宮城、栃木、府中、名古屋、大阪、和歌山、広島、高松及び福岡刑務所
※ 2	 入口支援
	 一般に、矯正施設出所者を対象とし、矯正施設から出所した後の福祉的支援という意味での「出口支援」に対して、刑事司法の入口の

段階、すなわち、起訴猶予、刑の執行猶予等により矯正施設に入所することなく刑事司法手続を離れる者について、高齢又は障害等に
より福祉的支援を必要とする場合に、検察庁、保護観察所、地域生活定着支援センター、弁護士等が、関係機関・団体等と連携し、身
柄釈放時等に福祉サービス等に橋渡しするなどの取組をいう。
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保健医療・福祉サービスの利用の 
促進等のための取組

�

（２）高齢者又は障害のある者等である受刑者等に対する指導【施策番号 27】 
法務省は、全国の刑事施設において、高齢者又は障害のある者等である受刑者の円滑な社会復帰を

図るため、「社会復帰準備指導プログラム」（資 2-27-1参照）を実施している。同プログラムは、地
方公共団体、福祉関係機関等の職員や民間の専門家を指導者として招へいするなど、関係機関等の協
力の下、基本的動作能力や体力の維持・向上のための健康運動指導を行うほか、各種福祉制度に関
する基礎知識の習得を図るものである。令和６年度の受講開始人員は 567 人（令和５年度：872 人）
であった。

資 2-27-1	 社会復帰準備指導プログラムの概要

■ 指導の目標
高齢・障害を有する等の理由により、円滑な社会復帰が困難であると認められる受刑者に対し
① 基本的生活能力、社会福祉制度に関する知識その他の社会適応に必要な基礎的な知識及び能力

を身に付けさせること。
② 出所後、必要に応じて福祉的な支援を受けながら、地域社会の一員として健全な社会生活を送

るための動機付けを高めさせること。
● 対象者 ①特別調整等の福祉的支援の対象とすることが必要と認められる者（現に福祉的支援
 の対象となっている者を含む）

②その他本プログラムを受講させることにより、改善更生及び円滑な社会復帰に資す
 ると見込まれる者
● 指導者 刑事施設職員（刑務官、法務教官、社会福祉士等）、関係機関・団体職員
● 指導方法 グループワーク、ロールプレイング、視聴覚教材、講話 等
● 実施頻度等 １単元６０分 全１８単元 標準実施期間：４～６か月

カリキュラム

社社会会復復帰帰準準備備指指導導ププロロググララムム
地域社会とともに
開かれた矯正へ

刑事施設における一般改善指導

単元 単元項目 概要

1 オリエンテーション プログラムの目的と意義を理解させ、動機付けを図る。

2
基本的動作能力・体力の維持及び
向上（生活動作のトレーニング）

体力・健康の維持が社会生活を送る上で重要であることを理解させ、歩行な
どに必要な体力等の維持及び向上を図る。

3
基本的思考力の維持及び向上
（考える力のトレーニング）

物事を考えることが老化防止につながることを理解させ、日常生活で必要と
なる基本的な思考力等の維持等を図る。

4
基本的健康管理能力の習得①
（身体面の健康管理について）

健康管理の必要性を理解させ、自己管理の方法、病気になった場合の病院の
かかり方を学ばせる。

5 同②（心の健康） 心の健康について理解させ、健康を維持する方法を学ばせる。

6
７

基本的生活能力の習得①、②
（対人スキル等）

地域社会の一員として、良好な対人関係を維持することが再犯防止につなが
ることを理解させ、対人関係スキル・会話スキルを学ばせる。

8
基本的生活能力の習得③
（金銭管理を考える）

これまでの金銭の使い方などを振り返り、自分の金銭管理の問題性を認識さ
せ、適切な金銭管理について理解させる。

9
各種福祉制度に関する基礎的知識
の習得①（概要）

社会復帰後に健康で安定した生活を送るために社会福祉サービスが利用でき
ることや住民登録等の必要性を理解させる。

10 同②（就労支援と年金）
就労の確保の方法を理解させるとともに、老齢年金等の基本的な内容を理解
させる。

11 同③（各種福祉制度）
健康保険及び障害者福祉、高齢者福祉、介護保険と出所後に想定される困難
場面における具体的な対処方法について学ばせる。

12 同④（生活保護）
生活保護制度の仕組み、受給資格や申請の仕方等について理解させ、社会福
祉に対する関心を喚起し、関係窓口の利用の仕方について学ばせる。

13-1
同⑤（特別調整と地域生活定着支
援センター）

特別調整と地域生活定着支援センターの設置目的、業務内容等について理解
させる。

13-2 同⑥（更生緊急保護） 更生緊急保護について理解させ、社会復帰後の生活について考えさせる。

14 同⑦（まとめ）
出所後に直面することが予想される危機的場面について考えさせる。
出所後利用できる福祉制度や相談の仕方等の確認を行う。

15
再犯防止のための自己管理スキル
の習得①（規範遵守）

社会生活においてルールや約束事を遵守する構えを身に付けさせる。

16
同②（安定した生活への動機付
け）

安定した生活を送るための具体的な方策を考えさせる。

17 同③（危機場面への対応）
再犯しないために、適切な問題解決の方法を考えさせる。出所後の危機場面
を予想させ、適切な対処法を具体化させる。

１８ 同④（本プログラムのまとめ）
本指導を振り返らせ、受講者が抱えている不安や悩みを整理させ、円滑な社
会復帰のための方策を具体的に考えさせる。

出典：法務省資料による。
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（３）�矯正施設、保護観察所、更生保護施設、地域生活定着支援センター、地方公共団体等の多機関
連携の強化等【施策番号 28】 

法務省及び厚生労働省は、受刑者等のうち、適当な帰住先が確保されていない高齢者又は障害のあ
る者等が、矯正施設出所後に、福祉サービスを円滑に利用できるようにするため、矯正施設、地方更
生保護委員会、保護観察所、地域生活定着支援センター※ 3 等の関係機関が連携して、矯正施設在所
中から必要な調整を行い出所後の支援につなげる特別調整（資 2-28-1参照）の取組を実施している。
この取組を促進するため、関係機関において、特別調整の対象者等に対する福祉的支援に係る協議会
や、各関係機関等が有している制度や施策について相互に情報交換等を行う連絡協議会等を行ってい
る。

加えて、地域生活定着支援センターでは、平成 30 年度から、矯正施設入所早期からの関わりや地
域の支援ネットワークの構築の推進を強化するなど、連携機能の更なる充実強化を図っている。

資 2-28-1	 特別調整の概要

※ 3	 地域生活定着支援センター
	 高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等に対し、矯正施設、保護観察所、地域の福祉等の関係機関等と連携・

協働しつつ、身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施し、社会復帰及び地域生活への定着を支援するための機関。平成
21年度に厚生労働省によって「地域生活定着支援事業」（現在は地域生活定着促進事業）として事業化され、原則として各都道府県に
１か所設置されている。

高齢又は障害により自立困難な受刑者等の特別調整について

A県刑務所・少年院 A県保護観察所

福祉事務所

地域包括支援
センター

障害相談支援
事業者

自治体福祉部等

社会福祉施設

医療機関

Ａ県福祉等実施機関

他県の福祉等実施機関

受入先の調整等

受入先の調整等

情報の提供、連絡・調整

社会福祉士等
による調査 指定更生保護施設

一時的受入れに
向けた調整

他県の
地域生活定着支援センター

調整の対象

他県の保護観察所

Ａ県地域生活定着支援センター

協力依頼

連絡・調整

連絡・調整

連携

① 高齢（おおむね６５歳以上）又は身体障害，知的障害若しくは精神
障害があること

② 釈放後の住居がないこと
③ 福祉サービス等を受ける必要があると認められること

④ 円滑な社会復帰のために特別調整の対象とすることが相当と認めら
れること

⑤ 特別調整を希望していること
⑥ 個人情報の提供に同意していること

本人が他県への
帰住を希望した場合

連絡・調整

本人が他県への
帰住を希望した場合

年金事務所

矯正施設所在地を管轄する
地方更生保護委員会

保護観察官等
による調査

連絡・調整
連絡・調整

出典：法務省資料による。
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２	 保健医療・福祉サービスの利用に関する地方公共団体等との連携の強化
（１）保健医療・福祉サービスの利用に向けた手続の円滑化【施策番号 29】 

法務省は、一部の刑事施設において、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳※ 4（以
下これらを合わせて「障害者手帳」という。）について、矯正施設在所中の交付手続が一層促進され
るよう、令和３年度から、障害者手帳の交付を受けるために必要な医師による診察等を実施している。
また、障害福祉サービス等については、出所後に円滑に利用されるように、市町村の認定調査員が矯
正施設を訪問するなどして矯正施設在所中の者に対する障害支援区分の認定を行い、障害福祉サービ
ス等の支給決定を行っている。さらに、生活保護については、生活保護制度における保護の実施責任
が要保護者の居住地（要保護者の居住事実がある場所）又は現在地により定められるとされているこ
とから、要保護者が矯正施設の出所者の場合、帰住先が出身世帯であるときはその帰住先を居住地と
し、そうでないときはその帰住先を現在地とみなすこととし、厚生労働省から地方公共団体へその旨
周知している。

法務省は、受刑者等が矯正施設出所後速やかに保健医療・福祉サービスを利用できるよう、矯正施
設職員向けの執務参考資料を作成し、協議会や研修において、保健医療・福祉サービスを利用するた
めの手続等の周知を図っている。 

（２）社会福祉施設等の協力の促進【施策番号 30】 
障害福祉サービス事業所が矯正施設出所者や医療観察法に基づく通院医療の利用者等である障害者

（以下「矯正施設出所者等である障害者」という。）を受け入れるに当たっては、①きめ細かな病状管
理、②他者との交流場面における配慮、③医療機関等との連携等の手厚い専門的な対応が必要である
ため、業務負担に応じた報酬を設定することが求められている。

厚生労働省は、このような状況を踏まえ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成 17 年法律第 123 号）において、障害のある人が共同生活する場であるグループホー
ム等で、矯正施設出所者等である障害者に対し、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等
を行った場合を報酬上評価している。

また、「社会生活支援特別加算」において、訓練系、就労系障害福祉サービス（就労定着支援事業
を除く。）事業所が精神保健福祉士等を配置している場合等に、矯正施設出所者等である障害者に対
し、①本人や関係者からの聞き取りや経過記録・行動観察等によるアセスメントに基づき、他害行為
等に至った要因を理解し、再び同様の行為に及ばないための生活環境の調整と必要な専門的支援（教
育又は訓練）が組み込まれた個別支援計画等の作成、②指定医療機関や保護観察所等の関係者との調
整会議の開催、③日中活動の場における緊急時の対応等の支援を行うことを報酬上評価している（【施
策番号 15】参照）。

（３）被疑者等への支援を含む効果的な入口支援の実施【施策番号 31】 
法務省及び厚生労働省は、令和３年度から、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で、

高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対する支援を開始した。具体的には、地域
生活定着支援センターが実施している地域生活定着促進事業の業務として、新たに被疑者等支援業務
を加え、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営む
ことが困難な者に対して、地域生活定着支援センターと検察庁、弁護士会、保護観察所等が連携し、
釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるように支援を行うとともに、釈放後も地域生活への定着等

※ 4	 療育手帳
	 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して、都道府県知事又は指定都市市長（一部の児童相談所

を設置する中核市市長）が交付する手帳である。
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のために支援等を行う取組を実施している（資 2-31-1参照）。
また、令和４年度からは、高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者を被疑者等支援

業務による支援に更につなげられるようにするため、弁護士との連携強化を促進している。
保護観察所では、高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対する上記の取組を含

め、検察庁等と連携した起訴猶予者等に対する更生緊急保護の措置として、一定の期間、重点的な生
活指導等を行うとともに、福祉サービス等に係る調整のほか、就労支援等の社会復帰支援を行う「更
生緊急保護の重点実施等」を行ってきた。また、令和５年 12 月に刑法等の一部を改正する法律（令
和４年法律第67号）による改正後の更生保護法（平成19年法律第88号）が施行されたことに伴い、「更
生緊急保護の重点実施等」の運用を踏まえ、勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認
めた者について、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、
その者の同意を得て、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行う「勾留中の被疑者に対す
る生活環境の調整」を開始するとともに、勾留中の被告人についても同様の調整を実施している。令
和６年に勾留中の被疑者又は被告人に対する調整を開始した人員は、765 人であった。

資 2-31-1	 被疑者等支援業務の概要

被疑者等支援業務（概要）

【要旨】

○ 刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により福祉的な支援を必要とする者に対して、釈放後直
ちに福祉サービス等を利用できるようにするため、地域生活定着支援センターが支援を行う。

【事業内容】

○ 保護観察所等からの依頼に基づき、被疑者・被告人等と面会し、福祉ニーズ、釈放後の生活の希望等の聞き取りを行う。
〇 市町村、福祉施設等への釈放後の福祉サービス等の利用調整、釈放時の福祉事務所、受入福祉施設等への同行、手続の

支援等を行う。
〇 起訴猶予、執行猶予等による地域生活移行後は、受入施設との調整、福祉サービスの相談支援など定着のための継続的

な支援等を行う。

【実施主体】 都道府県（社会福祉法人、NPO法人等に委託可）

【事業スキーム】

検察庁

保護観察所

弁護士

協力依頼

連絡・調整

都道府県
（地域生活定着支援センター）

厚生労働省

事業費補助

面会・アセスメント

帰住先の調整、
福祉サービスの利用開始に
向けた連絡調整

福祉サービス等
（自治体・事業者）

継続的な支援等

高齢・障害のある
被疑者・被告人等

釈放時の同行支援等

出典：厚生労働省資料による。
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（４）保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための研修・体制の整備【施策番号 32】 
ア　刑事司法関係機関

法務省は、犯罪をした者等の福祉的支援の必要性を的確に把握し、関係機関等と連携した再犯防止
策を講じることができるよう、検察官に対する研修等において、再犯防止の取組等について講義を実
施している。また、検察庁において、社会復帰支援業務を担当する検察事務官の配置や社会福祉士か
ら助言を得られる体制の整備により、社会復帰支援の実施体制の充実を図っている。

矯正施設職員に対しては、各種集合研修において、高齢者又は障害のある者等の特性への理解を深
めるため、社会福祉施設での実務研修（勤務体験実習）のほか、同施設職員による講義・指導、高齢
受刑者に対する改善指導とその課題等に関する講義を実施している。また、令和６年度現在、刑務官
を対象とした研修として、認知症サポーター養成研修を合計 76 庁、福祉機関における実務研修を合
計 32 庁でそれぞれ実施している。また、発達上の課題を有する在院者の処遇に当たる少年院職員に
対し、適切に指導するための知識、技能を付与することを目的とした研修を実施している。

更生保護官署職員に対しては、高齢者又は障害のある者等の特性や適切な支援の在り方についての
理解を深めるため、新任の保護観察官、指導的立場にある保護観察官及び福祉的支援を行う保護観察
官に対する研修において、地域生活定着支援センター職員等による講義を実施している。

さらに、保護観察所では、社会復帰対策班を設置し、入口支援（【施策番号 31】参照）にとどまら
ず、更生緊急保護の対象者に継続的に関与し、その特性に応じた支援が受けられるよう関係機関等と
調整を行うなどの社会復帰支援の充実を図っている。

イ　更生保護施設
法務省は、一部の更生保護施設を指定更生保護施設に指定し、社会福祉士等の資格等を持った職員

を配置し、高齢者又は障害のある者の特性に配慮しつつ社会生活に適応するための指導を行うなどの
特別処遇（資 2-32-1参照）を実施している。指定更生保護施設の数は、令和６年度は 77 施設であり、
令和６年度に特別処遇の対象となった者は、1,877 人（令和５年度：1,860 人）であった。

また、法務省は、地域の保健医療・福祉関係機関の職員等に対し、刑事司法手続等に関する必要な
研修を実施している。
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ウ　地域生活定着支援センター、保健医療・福祉関係機関
厚生労働省は、地域生活定着支援センターについて、その実施主体である都道府県と協働し、地域

の支援ネットワークの構築を通じて活動基盤の充実を図るとともに、令和２年度から、同センター職
員の専門性や支援の質の向上を目的とした研修を実施している。

更生保護施設における
高齢者又は障害を有する者の特性に配慮した処遇の充実

◎ 全国の更生保護施設（１０２か所）のうち７７施設を、高齢者や障害のある者を積極的
に受け入れる施設（＝指定更生保護施設）として指定（※） 。
◎ 指定された施設に、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の専門資格等を有する
職員を配置して、高齢や障害の特性に配慮した処遇を実施。

① 高齢又は障害を有する者の特性に配慮した社会生活に適応するための指導・訓練
② 医療保健機関と連携した健康維持のための指導、助言
③ 更生保護施設退所後に円滑に福祉サービス等を受けるための調整
・ 地域生活定着支援センターや社会福祉施設等に対する情報の伝達（対象者の心身の状況、生活状況等）
・ 更生保護施設退所後の生活基盤の調整（行政・福祉サービスの利用申請手続の支援等）

※ 発達障害等を有する少年に対する処遇の充実を図るため、 ７７施設のうち３施設は、主に少年を受け入れる更生保
護施設を指定（令和４年度～）。

高齢や障害の特性に配慮した処遇の内容

① 高齢（おおむね６５歳以上）であり、又は障害（身体・知的・精神のいずれか）があると認められること。
② 適当な住居がないこと。
③ 高齢又は障害により、健全な生活態度を保持し自立した生活を営む上で、公共の衛生福祉に関する機関等
による福祉サービス等を受けることが必要であると認められること。

対象者 ①から③までの全てを満たし、かつ、更生保護施設に一時的に受け入れることが必要かつ相当であると
保護観察所の長が認める者。

出典：法務省資料による。

資 2-32-1	 更生保護施設における特別処遇の概要
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COLUMN

５
高知地方検察庁における
社会復帰支援の取組について

高知地方検察庁

高知地方検察庁（以下「高知地検」という。）では、刑事事件の被疑者や被告人ら犯罪をした人の
社会復帰支援を捜査・公判と並ぶもう一つの重要な任務と位置付け、社会福祉士の助言を得るなどし
て福祉へのつなぎ支援を実施してきました。そして、近年は、地元に密着する副検事や検察事務官が、
福祉関係者との会議や勉強会等に頻繁に足を運んで顔が見える関係を作り、必要な支援につなぐこと
も多くなりました。

昨今、農業分野の人手不足を解決するとともに、障害のある人や引きこもり状態にある人など、生
きづらさを抱えた人が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現させ
る「農福連携」の取組が国の施策として進められています。全国の中でも第一次産業就業者の割合が
高い高知県では、県や市町村で農福連携の取組が進められているところ、特に、県東部地域においては、
自殺対策としてスタートした農福連携が連携先を広げ、福祉保健所や福祉事務所等の行政機関、病院、
学校、警察、消防、飲食店、農家等が「ここから東部地域ネットワーク会議」を始動させて、充実し
た取組を進めています。そして、自殺対策にとどまらず様々な生きづらさを抱える人の支援に裾野を
広げ、各機関等の強みをいかして、例えば、アルコール依存症の人には断酒会が、家がない人には不
動産会社が、多重債務者には法テラスが、相談先がない人にはお寺が手を差し伸べるといった形で、
それぞれの困難に応じた支援が迅速に行われるようになっています。

犯罪をした人の中にも、様々な生きづらさや困難を抱える人がおり、犯罪について処罰を受けるか
どうかとは別に、そのような人たちの再犯防止のためには、適切な支援の対象とするべきであると考
えられます。もっとも、犯罪をした人は、社会から非難の対象として厳しい目で見られることもあり、
また、犯罪をした人の社会復帰について消極的な意見があることも否定できず、これらの事情が犯罪
をした人の社会復帰を難しくする要因となっているとの指摘もあります。確かに、犯罪自体は非難さ
れるべきものではありますが、昨今の世の中を見渡すと、健全な批判の域を超え、意見の異なる人に
対する過剰なバッシングが展開されることがあり、犯罪をした人に「犯罪者」というレッテルを貼っ
て、インターネットや様々な方法で非難し続ける事案も見受けられます。それらの中には、誤った情
報や誤解が含まれている場合もあり、中には人の名誉を毀損しかねないものも見られます。こうした
問題に対処するには、人に対する思いやりや寛容の心、自らの行為の先に何が待っているのかという
想像力、悪いことをした人であっても、処罰はルールに則って科されなければならないという基本的
な法的思考を社会に広く浸透させる必要があると考えられました。そこで、高知地検では、これらの
課題解決に法教育が有用であると考え、教職員や福祉関係者との勉強会、中学校から大学までの生徒・
学生への出前教室や移動教室等の法教育の場において、他者への思いやりや寛容の心の大切さ、想像
力や法的思考の重要性について説明するにとどまらず社会復帰支援や被害者支援がなぜ必要なのかを
説明するなどして、若年者を中心とした県民の皆様の理解増進に資するよう努めているところです。

そして、高知地検では、前述の高知県東部地域ネットワークに参加して意見交換に加わるなどした
ことにより、生きづらさの行き着く先で犯罪をした人をも支援の対象とすることについて、地域の理
解を得ることができました。現在では、高知地検が被疑者等に対するつなぎ支援をしようとしたとき
に、福祉機関側から断られたり、たらい回しにされたりするようなことはほとんどありません。例え
ば、統合失調症で粗暴行為に及んだ者について地域生活定着支援センターが訪問支援を行い、アルコー
ル依存状態でＤＶに及んだ者について福祉保健所が相談支援をし、暴力に依存する者に精神保健福祉
センターがカウンセリングをし、万引きを繰り返す高齢者を地域包括支援センターが見守り、さい銭
盗を繰り返す者にハローワークが職を紹介するなど、高知県では、様々な機関が、それぞれの強みを
いかして犯罪をした人の社会復帰を支えようという土壌が育まれつつあります。

犯罪をした人の社会復帰支援よりもまずは被害者支援を充実させるべきではないかとの意見もあります
が、社会復帰支援の効果として生まれる再犯防止は、新たな犯罪被害者が生まれるのを防ぐという側面も
あります。そうすると、被害者支援と社会復帰支援の取組は、車の両輪と位置付けて、同時進行で充実さ
せなければならないものであり、そのような考え方が、高知県内では、教育、福祉、行政、民間等、様々なルー
トを通じて着実に浸透し、円滑なつなぎ支援（社会復帰支援）の実現につながっているものと思われます。

今後も、高知地検では、引き続き県民の皆様の理解増進に努め、犯罪をした人の社会復帰支援の取
組を積極的に進めていきたいと考えています。
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第２節	 薬物依存の問題を抱える者への支援等

１	 薬物乱用を未然に防止するための広報・啓発活動の充実【施策番号 33】 
法務省は、少年鑑別所（法務少年支援センター）において、地域援助（【施策番号 85】参照）とし

て、関係機関等からの依頼により、地域の学校等に出向き、大麻等の薬物の危険性や薬物乱用に至る
背景要因等について、非行・犯罪に関する専門的な知見を生かした講義等を行っている。

また、更生保護官署においては、“ 社会を明るくする運動 ”（【施策番号 95】参照）の一環として、
保護司会等が主催する薬物乱用問題をテーマとした地域住民を対象とする講演会、住民集会、ケース
研究等に、職員を講師として派遣している。  

厚生労働省では、薬物乱用を未然に防止するため、毎年、地域における国民的啓発運動として不正
大麻・けし撲滅運動（５月１日～６月 30 日）、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（６月 20 日～７月 19
日）、麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動（10 月１日～ 11 月 30 日）を実施し、これらの運動を通じ、
広く国民に対し、薬物乱用問題に対する認識を高めるとともに、薬物乱用による危害を広く周知する
ことを通じて、違法薬物等の乱用防止を図っている。また、薬物乱用の危険性や有害性、薬物乱用へ
の勧誘等に対する対応方法等について記載している薬物乱用防止読本を青少年の発達段階に応じて作
成し、配布を行っている。そのほか、小・中学校を始めとした教育機関等からの要請に応じ、薬物乱
用防止教室等へ講師を派遣し、薬物乱用の危険性や有害性、薬物乱用への勧誘等に対する対応方法等
について講義を行うなど、薬物乱用防止の広報啓発を行っている。

また、再乱用防止対策の一環として、毎年全国６ブロック（北海道・東北地区、関東信越地区、東
海北陸地区、近畿地区、中国・四国地区、九州・沖縄地区）において、地域の薬物相談を担う保健所
や精神保健福祉センターの職員等に加えて、一般国民にも公開して「再乱用防止対策講習会」を開催
しており、令和６年度は秋田県、千葉県、静岡県、滋賀県、山口県及び熊本県で開催した。同講習会
では、薬物依存症治療の専門医、地域の薬物依存症者支援に取り組む家族会が講演を行うなど、薬物
依存症に対する意識・知識の向上を図っている。

さらに、薬物依存症者を抱える親族等に向けた、薬物再乱用防止啓発冊子「ご家族の薬物問題で
お困りの方へ」※ 5 を作成し、各都道府県の薬務課や精神保健福祉センター※ 6、保護観察所、矯正施設、
民間支援団体等を通じて配布し、正しい知識と相談窓口の周知を図っている。また、依存症に対する
誤解や偏見をなくし、依存症に関する正しい知識と理解を深めるため、普及啓発イベントの実施やリー
フレット※ 7 のウェブサイトへの掲載等、広く一般国民を対象とした普及啓発事業を行っている。

警察庁は、薬物乱用の危険性や有害性に関する情報や薬物乱用者の手記等で構成する広報啓発用パ
ンフレット「薬物乱用のない社会を」※ 8 を作成し、警察庁ウェブサイトに掲載するとともに、都道府
県警察を通じて広く一般国民に配布しているほか、大麻乱用防止対策として SNS を利用したターゲ
ティング広告や動画配信サイトを利用した乱用防止啓発のメッセージ動画の配信を実施している。

また、特に若年層に向けて、学校や民間企業と連携し、児童、生徒、学生及び若手社員等を対象と
した薬物乱用防止教室・講習会等を開催するほか、“大麻に手を染めてしまった未来”と“踏みとどまっ
た未来 ” とを対比した少年向け啓発動画を令和７年２月から警察庁ウェブサイトや SNS 等で発信す
※ 5	 薬物再乱用防止啓発冊子「ご家族の薬物問題でお困りの方へ」
	 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/kazoku_

dokuhon.html　
※ 6	 精神保健福祉センター
	 都道府県や指定都市に設置されており、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及・調査研究、相談及び指導のうち複雑又は

困難なものを行うとともに、精神医療審査会の事務、精神障害者保健福祉手帳の申請に対する決定、自立支援医療費の支給認定等を行
い、地域精神保健福祉活動推進の中核を担っている。

※ 7	 リーフレット：依存症って？―「依存症を正しく知って」「支える」ために―
	 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001297557.pdf
※ 8	 広報啓発用パンフレット「薬物乱用のない社会を」
	 https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/yakubuturanyou07.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/kazoku_dokuhon.html
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るなど、広報・啓発を強化し、薬物乱用の危険性や有害性等について理解の浸透を図っている。

２	 刑事司法関係機関等における効果的な指導の実施等
（１）再犯リスクを踏まえた効果的な指導等の実施【施策番号 34】 
ア　矯正施設内における指導等について
（ア）刑事施設

法務省は、刑事施設において、改善指導（【施策番号 62】参照）のうち、特別改善指導の一類型と
して、薬物依存離脱指導の標準プログラム（指導の標準的な実施時間数や指導担当者、カリキュラム
の概要等を定めたもの。）を定め、同指導を実施している（資 2-34-1、資 2-34-2参照）※ 9。

同指導は、認知行動療法※ 10 に基づいて、必修プログラム（麻薬、覚醒剤その他の薬物に依存があ
ると認められる者全員に対して実施するもの）、専門プログラム（より専門的・体系的な指導を受講
させる必要性が高いと認められる者に対して実施するもの）、選択プログラム（必修プログラム又は
専門プログラムに加えて補完的な指導を受講させる必要性が高いと認められる者に対して実施するも
の）の三種類を整備し、対象者の再犯リスク、すなわち、犯罪をした者が再び犯罪を行う危険性や危
険因子等に応じて、各種プログラムを柔軟に組み合わせて実施している。令和６年度の受講開始人員
は 6,826 人（令和５年度：6,869 人）※ 11 であった。  

また、刑事施設の教育担当職員に対し、薬物依存に関する最新の知見を付与するとともに、認知行
動療法等の各種処遇技法を習得させることを目的とした研修を実施している。

（イ）少年院
法務省は、少年院において、麻薬、覚醒剤その他の薬物に対する依存等がある在院者に対して、特

定生活指導として薬物非行防止指導（資 2-34-3参照）を実施し、令和６年度は 395 人（令和５年度：
334 人）が修了している。また、男子少年院２庁（水府学院及び四国少年院）及び全女子少年院９
庁を重点指導施設として指定し、実施施設の中でも特に重点的かつ集中的な指導を実施している。具
体的には、薬物依存からの回復をサポートする民間の自助グループ、医療関係者、薬物問題に関する
専門家等を指導者として招へいし、グループワークを中心とした指導を実施しているほか、保護者向
けプログラムを実施するなどしている。なお、男子少年院２庁においては他の少年院から在院者を一
定期間受け入れてこの指導を実施している。

少年院の職員に対しては、医療関係者等の協力を得て、薬物依存のある少年への効果的な指導方法
等についての研修を実施しているほか、大麻使用歴を有する在院者に対する指導を充実させるため、
職員用の執務参考資料を配布している。薬物使用経験のある女子在院者については、低年齢からの長
期間にわたる薬物使用や女子特有の様々な課題を抱えていることが多く、それらの課題に適切に対応
し得る専門的な指導能力が求められることから、専門的知識及び指導技術の一層の向上を図るため、
平成 29 年度から女子在院者を収容する施設間において、職員を相互に派遣して行う研修を実施して
いる。

※ 9	 令和７年度からは、薬物依存離脱指導の標準プログラムに、移行プログラム（社会内の生活においても薬物依存に至らな
いための知識及びスキルを定着させるとともに、薬物依存から回復に必要となる社会資源について理解させ、治療の継続
等の動機付けを高める必要性が高いと認められる者に対して実施するもの）を加えることとしている� 	
（http://www.moj.go.jp/content/001449184.pdf）。

※ 10	認知行動療法
	 行動や情動の問題、認知的な問題を治療の標的とし、これまで実証的にその効果が確認されている行動的技法と認知的技法を効果的に

組み合わせて用いることによって問題の改善を図ろうとする治療アプローチを総称したもの。問題点を整理することによって本人の自
己理解を促進するとともに、問題解決能力を向上させ、自己の問題を自分でコントロールしながら合理的に解決することのできる力を
増大させることをねらいとして行われる。（「臨床心理学キーワード〔補訂版〕」坂野雄二編参照）

※ 11	受講開始人員は、必修プログラム、専門プログラム及び選択プログラムの三種類のプログラムに加え、PFI 手法を活用した刑事施設に
おけるプログラムの各受講開始人員の総数である。
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※ ダルク（ＤＡＲＣ）：覚醒剤
等の薬物依存から回復するため
のプログラムを持つ民間の薬物
依存症リハビリ施設。

※ ＮＡ（ナルコティクス・アノ
ニマス）：薬物依存症からの回
復を目指す人たちのための自助
グループ。

■ 指導の目標
薬物依存の認識及び薬物使用に係る自分の問題を理解させた上で、断薬への動機付け

を図り、再使用に至らないための知識及びスキルを習得させるとともに、社会内におい
ても継続的に薬物依存からの回復に向けた治療及び援助等を受けることの必要性を認識
させること。

● 対象者 麻薬、覚醒剤その他の薬物に対する依存がある者
● 指導者 刑事施設の職員（法務教官、法務技官、刑務官）、処遇カウンセラー

（薬物担当）、民間協力者（民間自助団体等）
● 指導方法 グループワーク、民間自助団体によるミーティング、講義、視聴覚教材、

課題学習、討議、個別面接 等
● 実施頻度等 １単元６０～９０分 全２～１２単元 標準実施期間：１～６か月※

※ 薬物への依存の程度、再使用リスク等に応じて、必修プログラムの
ほか、専門プログラム・選択プログラムを組み合わせて実施。

カリキュラム

薬薬物物依依存存離離脱脱指指導導
地域社会とともに

開かれた矯正へ

刑事施設における特別改善指導

指導内容項目

必
修

プログラム概要を説明し、受講意欲を高めさせる。はじめに

薬物を使用することの利点と欠点について考えさせ
ることで問題意識を持たせる。

薬物使用
の影響

薬物使用につながる「外的引き金」、「内的引き
金」を具体化させ、自分の薬物使用のパターンの流
れについての理解を深めさせる。

引き金に
注意

薬物を使用していた行動・生活パターンに戻ってし
まう「リラプス」の兆候に気付き、対処する必要が
あることを理解させ、自分自身の「リラプス」の兆
候及び対処方法を具体的に考えさせる。

再使用の
予測と防
止①

回復途中に感じる「退屈さ」が「引き金」になるこ
とに気付かせ、スケジュールを立てることの大切さ
を理解させる。回復過程においては、ストレスの自
覚と適切な対処が大切であることを理解させ、具体
的な対処方法を考えさせるとともに実行を促す。

再使用の
予測と防
止②

社会内で断薬を継続するための支援を行う専門機関
についての情報を提供するとともに、民間自助団体
の活動を紹介し、その内容について理解させる。

活用でき
る社会資
源

「再使用防止計画書」を作成させ、自分にとっての
リラプスの兆候や引き金となる事象、それらへの対
処方法について具体的にまとめさせる。

おわりに

項目及び指導内容については、専門プログラムから項目
を選択し、各項目の指導内容に準じた内容とする。

選
択

指導内容項目

専
門

プログラムの概要を説明し、目的とルールについて理解させる。薬物
を使用することの利点と欠点について考えさせることで問題意識を持
たせ、受講意欲を高めさせる。依存症とは何かを理解させる。

オリエンテー
ション

薬物依存がどのように形成されるのかを理解させ、入所前の自分の状
態を振り返らせる。「引き金」とは何かを理解させ、薬物使用に至る
流れに関する知識を身に付けさせる。

薬物使用の流
れ

薬物使用につながる「外的引き金」を具体化させ、自分の薬物使用の
パターンの流れについての理解を深めさせる。

外的引き金

自分の薬物使用につながる「内的引き金」を具体化させ、自分の薬物
使用のパターンや流れについての理解を深めさせる。

内的引き金

薬物依存からの回復の段階における特徴的な心身の状況を理解させ、
回復に対する見通しを持たせる。

回復段階

「リラプス」とは、薬物を使用していた行動・生活パターンに戻って
しまうことであり、再使用防止のためには「リラプス」の兆候に気付
き、対処する必要があることを理解させ、自分自身の「リラプス」の
兆候及び対処方法を具体的に考えさせる。

リラプスの予
測と防止

再使用には前兆があることを気付かせ、再使用に至らないための方法
を具体的に考えさせる。所内生活において、それらの対処方法を実践
するよう促す。

いかりの綱

回復途中に感じる「退屈さ」が「引き金」になることに気付かせ、ス
ケジュールを立てることの大切さを理解させる。

退屈

社会内で断薬を継続するための支援を行っている専門機関についての
情報を提供するとともに、民間自助団体の活動を紹介し、その内容に
ついて理解させる。

社会内のサポー
ト－自助グルー
プとは

仕事が回復にどのような影響を及ぼすかを理解させ、両者のバランス
を取ることの大切さを認識させる。

仕事と回復

「再使用防止計画書」の発表を通じて、これまで学習してきた内容を
確認しながら、自分にとってのリラプスの兆候や引き金となる事象、
それらへの対処方法について具体的にまとめさせる。また、他の受講
者からのフィードバックや発表を聞くことで、それまでの自分にな
かった新たな気付きを得る機会を提供する。

再使用防止計
画書

回復過程に必要なことは、意志の強さではなく、賢い対処であること
を理解させるとともに、これまでのセッションで学んできた効果的な
対処方法が身に付いてきているかを受講者本人に確認させる。

まとめ

ダルク・ＮＡとの連携

出典：法務省資料による。

資 2-34-1	 薬物依存離脱指導の概要（１）
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刑事施設における薬物依存離脱指導

◎指導の目標
○ 薬物依存の認識及び薬物使⽤に係る⾃分の問題点の理解
○ 断薬への動機付けを高める
○ 再使⽤に⾄らないための知識及びスキルを習得させる
○ 社会内においても継続的に薬物依存からの回復に向けた治療
及び援助等を受けることの必要性を認識させる

◎実施方法等
○ １単元６０〜９０分
○ 全２〜１２単元、標準実施期間︓１〜６か⽉

必修プログラム ＤＶＤ教材・ワークブック

専門プログラム グループワーク（12回）

選択プログラム グループワーク ⺠間⾃助団体によ
るミーティング

ＤＶＤ等の補
助教材の視聴

面接、
個別指導等

◎対象者の選定
○ 面接調査やアセスメントツールを活⽤し、薬物への依存の程度
や再犯リスク等の薬物事犯者の問題性を把握

◎更⽣保護官署との連携
○ 必修プログラム及び専門プログラムは、保護観察所と同様、
認知⾏動療法の⼿法を取り⼊れたプログラムを導⼊

○ 刑事施設における指導実施結果とともに、心身の状況や服薬
状況等の医療情報を引き継ぎ、⼀貫性のある指導・⽀援を実施

受刑者個々の問題性やリスク、刑期の⻑さ等に応じ、
各種プログラムを組み合わせて実施

受講開始人員の推移
R６年度R５年度R４年度R３年度R２年度R元年度

6,8266,8697,4187,4937,7078,751

出典：法務省資料による。

資 2-34-2	 薬物依存離脱指導の概要（２）
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★ 指導目標
薬物の害と依存性を認識するとともに、薬物依存に至った自己の問題性を理

解し、再び薬物を乱用しないこと

● 対象者 麻薬、覚醒剤その他の薬物に対する依存等がある者

● 指導内容 ①受講者全員に対して統一的に行う中核プログラム、②受講者の個々の必要

性に応じて選択的に行う周辺プログラム、③中核プログラム終了後に個別に行

うフォローアップ指導を組み合わせて実施

● 実施結果 更生保護官署（保護観察所等）へ情報提供

○ 実施形式 集団指導又は
個別指導

○ 指導時間数 12単元

単元 指導科目

第１回 これまでの生活とこれから

第２回 自分へのおもいやり

第３回 まわりにある引き金

第４回 なかにある引き金

第５回 感情のためこみ

第６回 つかうまえの考えと行動

第７回
スリップするまえにできるこ
と

第８回 これから広がる人間関係

第９回 これからの人間関係と相談

第10回 うまくいかないときと相談

第11回
これからの生活とスケジュー
ル

第12回 これからの自分

少少年年院院ににおおけけるる特特定定生生活活指指導導（（薬薬物物非非行行防防止止指指導導））

中核プログラム
指導内容の概要

項 目 指導内容 指導方法

①
中
核

プ
ロ
グ
ラ
ム

（（
共共
通通
））

薬物乱用の防止を目的
とした、認知行動療法
を基礎とするワーク
ブックを用いた指導

・「Ｊ.ＭＡＲＰＰ」を用いたグ
ループワーク又は個別指導

②
周
辺
プ
ロ
グ
ラ
ム

主として背景要因に焦
点を当てた指導

・対人スキル指導
・家族問題指導
・アサーションを中心とした対
人トレーニング
・固定メンバーによる継続的な
集会（ミーティング）
・個別面接指導

主として問題行動（薬
物使用）に焦点を当て
た指導

・自律訓練法、呼吸法
・アンガーマネジメント
・マインドフルネス
・リラクセーション

主として生活設計に焦
点を当てた指導

・個別面接指導
・進路に関する集団指導
・余暇の過ごし方（薬物以外の
楽しみ探し）指導
・固定メンバーによる継続的な
集会（ミーティング）
・民間自助グループによる講話

③
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
指
導

中核プログラムの確認
（復習・自己統制計画
の見直し）

・「Ｊ.ＭＡＲＰＰ」を用いた個
別指導

出典：法務省資料による。

資 2-34-3	 少年院における特定生活指導
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イ　社会内における指導等について
法務省は、保護観察所において、犯罪事実に依存性薬物（規制薬物等、指定薬物及び危険ドラッ

グ）の所持・使用等に当たる事実が含まれる保護観察対象者に対し、薬物再乱用防止プログラム
（資 2-34-4参照）を実施している。同プログラムは、コアプログラム（依存性薬物の悪影響と依存
性を認識させ、自己の問題性について理解させるとともに、薬物再乱用防止のための具体的方法を習
得させるもの）及びステップアッププログラム（コアプログラムの内容を定着・応用・実践させるも
の）からなる教育課程と簡易薬物検出検査を併せて行うものとなっている。令和６年度は、2,354 人

（令和 5 年度：2,661 人）が受講した。
また、薬物再乱用防止プログラムを実施する際には、保健医療機関やダルク（【施策番号 71】参照）

等の民間団体等にも実施補助者として参加を依頼し、保護観察対象者への助言等の協力を得ているほ
か、保護観察終了後を見据え、保健医療機関や民間団体等が実施するプログラムやグループミーティ
ングに、保護観察対象者をつなげる働き掛けをしている。

さらに、法務省は、保護観察所において施設内処遇と社会内処遇との連携強化のため、平成 29 年
から、矯正施設職員及び保護観察官を対象とした薬物依存対策研修を実施している。同研修において
は、SMARPP ※ 12 の開発者及び実務者のほか、精神保健福祉センター、医療機関及び自助グループに
おいて薬物依存症者に対する指導及び支援を行っている実務家を講師として招へいし、薬物処遇の専
門性を有する職員の育成を行っている。

※ 12	 SMARPP
	 Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program（せりがや覚せい剤依存再発防止プログラム）の略称であり、薬物依存

症の治療を目的とした認知行動療法に基づくプログラムである。

薬物再乱用防止プログラム
 保護観察に付されることとなった犯罪事実に、指定薬物又は規制薬物等の所持・使用等に当たる事実が含まれる仮釈放者、保護観察付
執行猶予者、保護観察処分少年又は少年院仮退院者（特別遵守事項で受講を義務付けて実施）

※保護観察付全部猶予者及び保護観察処分少年については、プログラム受講を特別遵守事項に定めることが相当である旨の裁判所の意見
が示された者

※保護観察処分少年及び少年院仮退院者については、１８歳以上の者のうち、必要性が認められる者

対象

教育課程：ワークブック等に基づき、保護観察所において、個別又は集団処遇により学習（保護観察官が実施）

保
護
観
察
開
始

保
護
観
察
終
了
・
地
域
移
行
に
よ
る
終
了

第１回 薬物依存について知ろう
第２回 引き金と欲求
第３回 引き金と錨
第４回 再使用を防ぐには
第５回 強くなるより賢くなろう

依存性薬物の悪影響と依存性を認識さ
せ、自己の問題性について理解させるとと
もに、再び乱用しないようにするための具体
的な方法を習得させる。

コアプログラム（全５回）
：おおむね２週間に１回の頻度で原則
として３月程度で全５回を修了

 陰性の検査結果を検出することを目標に断薬意志の強化を図る。
 教育課程と併せて、尿検査、唾液検査又は外部の検査機関を活用した検査により実施。簡易薬物検出検査

【特別課程】

①外部の専門機関・
民間支援団体の見
学や、②家族を含め
た合同面接をさせる。

【特修課程】

依存回復に資する発
展的な知識及びスキ
ルを習得させる。
Ａ アルコールの問題
Ｂ 自助グループを知る
Ｃ 女性の薬物乱用者

 コアプログラムで履修した内容の定着を図りつつ、薬物依存からの回復に資する発
展的な知識及びスキルを習得させることを主な目的とする以下の３つの課程

大麻事犯の保護観察対象者については、その特性等を踏まえた
以下の５課程を実施可
 第１回 大麻ってどんなもの？
 第２回 何のために大麻を使ったの？
 第３回 自分の本当の気持ちを考えてみよう
 第４回 本当にほしいもの・なりたい自分を考えよう
 第５回 再使用防止計画を立ててみよう

ステップアッププログラム
：おおむね１月に１回とし、発展課程を基本としつつ、必要に応じて他の課程を、
原則として保護観察終了まで実施

コアプログラムで履修
した内容を定着、応
用、実践させる
（全１２回）。

【発展課程】

出典：法務省資料による。

資 2-34-4	 保護観察所における薬物再乱用防止プログラムの概要
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ウ　処遇情報の共有について
法務省は、刑事施設において、施設内処遇と社会内処遇の一貫性を保つため、刑事施設における薬

物依存離脱指導の受講の有無のほか、指導結果や理解度、グループ処遇への適応状況、出所後の医療
機関や自助グループを含めた民間団体への通所意欲、心身の状況や服薬状況等、多くの情報を保護観
察所に引き継いでいる。また、少年院においても、施設内処遇から社会内処遇への継続的な指導の実
施に向け、薬物非行防止指導の実施状況を保護観察所に引き継いでいる。さらに、保護観察所におい
ては、保護観察対象者が地域における治療・支援につながるよう働き掛けるとともに、保健医療機関、
上記民間団体等に対し、保護観察対象者の同意を得た上で、必要に応じて、保護観察対象者の心身の
状況等について情報の共有を図っている。

（２）増加する大麻事犯に対応した処遇等の充実【施策番号 35】 
令和６年の大麻事犯の検挙人員は 6,342 人となり、過去最多であった令和５年に比べ減少したも

のの、依然として、覚醒剤事犯の検挙人員を上回る結果となった。また、大麻事犯の７割以上が 30
歳未満の若年層であり、若年層における大麻の乱用拡大に歯止めがかからない状況にあることから、
引き続き「若年者大麻乱用期」の渦中にあると言える状況にある。また、大麻事犯については「施用
罪」がないことが大麻を使用しても良いという誤った認識を助長し、使用のハードルを下げていると
いう調査結果が明らかになったことなどを踏まえ、厚生労働省は、大麻規制の見直しについての検討
を進め、令和５年 12 月に成立した大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律（令
和５年法律第 84 号）により、大麻の不正な施用についても、麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬」
としての禁止規定及び罰則を適用するなどの措置を講じ、令和６年 12 月に第一段階目の改正※ 13、令
和７年３月に第二段階目の改正※ 14 が施行された。 

また、インターネット等における「大麻には有害性がない」等の誤情報の流布が、昨今における大
麻事犯増加の要因の一つとなっていると考えられる状況があることも踏まえ、広報・啓発活動におい
ては、若年層のうち、大麻への関心が高い者をターゲットに、インターネット上での行動に応じたバ
ナー広告や動画広告等のデジタル広告を活用している。具体的には、デジタル広告を通じて、大麻に
ついての正確な知識を掲載した特設サイトに誘導し、これを閲覧させることで、大麻乱用に興味があ
る若年層の行動の変化を促すデジタル広報啓発活動を実施している。

法務省は、令和４年度に大麻に関する基礎的な知識の付与等を目的とした薬物依存離脱指導の補助
教材を作成し、全国の刑事施設に配布した。

また、大麻使用経験を有する少年院在院者に対する指導を充実させるため、令和５年度に在院者向
けの大麻に関する指導教材を作成し、少年院において同教材を用いた指導を実施している。

加えて、令和４年度に取りまとめられた外部の専門家を構成員とする「薬物処遇の在り方に関する
検討会」の報告書※ 15 において、大麻事犯者の特性に応じた薬物再乱用防止プログラム改訂の方向性
が示されたことを受け、令和５年度に保護観察所の薬物再乱用防止プログラムを一部改訂し、その教
育課程のうち、コアプログラムに大麻事犯の保護観察対象者の特性等に対応した全５課程を設けた。
保護観察所においては、大麻事犯者に対して、従来の教育課程に代えてこれらの新課程を必要に応じ
て実施することで、大麻事犯者の特性に応じた一層の処遇の充実を図っている。

※ 13	第一段階目の改正
	 大麻等から製造された医薬品の施用等を可能とするための規定の整備、大麻等の施用罪の適用等に係る規定の整備、大麻草の栽培に関

する規制の見直しに係る規定の整備のうち大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者免許に係る事項について改正。
※ 14	第二段階目の改正
	 大麻草の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備のうち、大麻草採取栽培者免許を第一種大麻草採取栽培者免許及び第二種大麻草

採取栽培者免許に区分し、第一種大麻草採取栽培者について、THCが基準値以下の大麻草から採取した種子等を使用して栽培しなけ
ればならないこととするなどの事項について改正。

※ 15	薬物処遇の在り方に関する検討会報告書
	 https://www.moj.go.jp/content/001388375.pdf

https://www.moj.go.jp/content/001388375.pdf
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（３）更生保護施設等による薬物依存回復処遇の充実【施策番号 36】 
法務省は、一部の更生保護施設を薬物処遇重点実施更生保護施設に指定し、精神保健福祉士や公認

心理師等の専門的資格を持った専門スタッフを配置して薬物依存からの回復に重点を置いた専門的な
処遇を実施している。薬物処遇重点実施更生保護施設の数は、令和６年度は 25 施設であり、令和６
年度における薬物依存がある保護観察対象者等の受入人員は 578 人（令和５年度：711 人）であった。

また、保護観察所においては、更生保護施設に対し、薬物依存回復プログラムやグループミーティ
ング等を特定補導（【施策番号 19】参照）として委託をしている。

（４）麻薬取締部が実施する薬物乱用防止対策事業の拡大【施策番号 37】 
厚生労働省は、薬物乱用者に対する再乱用防止対策事業として、地方厚生（支）局麻薬取締部・支

所（以下「麻薬取締部」という。）において、保護観察の付かない全部執行猶予判決を受けた薬物事
犯者等に対して、１対１の個人面談による直接支援等を行っている。

同事業では、法務省と連携した支援も実施しており、麻薬取締部以外の捜査機関により検挙され、
保護観察の付かない全部執行猶予判決を受けた薬物事犯者について、地方検察庁から情報提供を受け
て麻薬取締部において支援を実施している。

地方検察庁と麻薬取締部の連携については、令和３年から４地区に限定して試行的に行ってきたが、
令和５年に、試行対象地区を麻薬取締部の拠点である全ての地区（９地区）に拡大した（【施策番号
42】参照）。　

３	 治療・支援等を提供する保健医療機関等の充実及び円滑な利用の促進
（１）�薬物依存の問題を抱える者等に対応する専門医療機関等の拡充及びその円滑な利用の促進�

【施策番号 38】 
厚生労働省は、薬物依存症を含む依存症対策について、各地域において、医療体制や相談体制の整

備を推進するとともに、地域支援ネットワークの構築、依存症全国拠点機関による人材育成・情報発
信、依存症の正しい理解の普及啓発等を総合的に推進している（資 2-38-1参照）。

また、平成 29 年度から、依存症対策全国拠点機関として独立行政法人国立病院機構久里浜医療セ
ンターを指定している。同センターでは、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターと連携
して薬物依存症を含む依存症治療の指導者養成研修を実施するとともに、都道府県及び指定都市の医
療従事者を対象とした依存症治療の研修を実施している。このほか、都道府県及び指定都市が薬物依
存症の専門医療機関及び治療拠点機関の選定や薬物依存症者への相談・治療等の支援に関わる者（障
害福祉サービス事業所や福祉事務所の職員等）を対象とした研修を進めていくに当たり、財政的、技
術的支援を行っている。さらに、毎年全国６ブロック（北海道・東北地区、関東信越地区、東海北陸
地区、近畿地区、中国・四国地区、九州・沖縄地区）において、「再乱用防止対策講習会」（【施策番
号 33】参照）と併せて、「薬物中毒対策連絡会議」を主催しており、令和６年度は秋田県、千葉県、
静岡県、滋賀県、山口県及び熊本県で開催した。同会議では、薬物依存症治療の専門医のほか、各地
方公共団体の薬務担当課・障害福祉担当課・精神保健福祉センター・保健所、保護観察所、矯正施設
等の薬物依存症者を支援する地域の関係機関職員が、地域における各機関の薬物依存症対策に関する
取組や課題等を共有するとともに、それらの課題に対する方策の検討を行い、関係機関の連携強化を
図っている。

加えて、都道府県及び指定都市において、行政や医療、福祉、司法等の関係機関による連携会議を
開催するに当たり、財政的、技術的支援を行っている。同会議では、薬物依存症者やその家族に対す
る包括的な支援を行うために、地域における薬物依存症に関する情報や課題の共有を行っている。
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警察は、「第六次薬物乱用防止五か年戦略」　（令和５年８月薬物乱用対策推進会議決定。資 2-38-2
参照）※ 16 等に基づき、各地域において薬物依存症対策を含めた総合的な薬物乱用対策を目的として開
催される「薬物乱用対策推進地方本部全国会議」等に参加し、地方公共団体や刑事司法関係機関等と
情報交換を行っている。また、相談の機会が必要と認められる薬物乱用者やその家族に向けた再乱用
防止のためのパンフレット「相談してみませんか」※ 17 を作成して、全国の薬物依存症相談拠点や家族
会等の相談・支援窓口に関する情報提供を行っている。

法務省及び厚生労働省は、平成 27 年に策定された「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関す
る地域連携ガイドライン」（資 2-38-3参照）に基づき、保護観察所と地方公共団体、保健所、精神
保健福祉センター、医療機関その他関係機関とが定期的に連絡会議を開催するなどして、地域におけ
る支援体制の構築を図っている（資 2-38-4参照）。

法務省は、刑事施設と保護観察所との効果的な連携の在り方について共通の認識を得ることを目的
として、「薬物事犯者に対する処遇プログラム等に関する矯正・保護実務者連絡協議会」を開催し、
刑事施設及び保護観察所の指導担当職員等が、双方の処遇プログラムの実施状況等の情報を交換して
いる。同協議会では、依存症の治療を行う医療機関の医師等や自助グループを含む民間団体等のスタッ
フを外部機関アドバイザーとして招へいするなどしており、今後も、薬物依存症者の支援及び関係機
関との連携の在り方を検討していくこととしている。

※ 16	第六次薬物乱用防止五か年戦略
	 令和５年８月８日、薬物乱用対策推進会議において、令和 10年８月までの取組事項等を取りまとめた「第六次薬物乱用

防止五か年戦略」が決定された。
	 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubutsuranyou_taisaku/index.html
※ 17	再乱用防止のためのパンフレット「相談してみませんか」
	 https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/R7soudan.pdf

○○治治療療やや相相談談、、生生活活支支援援にに
係係るる地地域域のの指指導導者者をを養養成成

○○回回復復施施設設職職員員へへのの研研修修

○○情情報報収収集集、、分分析析、、発発信信

○○普普及及啓啓発発

○○依依存存症症にに関関すするる調調査査研研究究

依存症対策の全体像

国
地方自治体（都道府県・指定都市）

補助

行
政
・
医
療
・
福
祉
・
司
法
等

関
係
機
関

国

民

地域支援ネットワークの構築

補助

相談支援・普及啓発等

研
修
＆
情
報
発
信

医療の提供

研
修
＆
連
携

支援

＊依存症の相談拠点
（精神保健福祉センター等）
○依存症相談員の配置、窓口の普及啓発

  ○関係機関との連携
  ○家族支援、治療回復プログラムの実施

自自助助ググルルーーププ等等民民間間団団体体（（地地域域））

相相
談談
体体
制制

全国拠点機関
（独立行政法人国立病院機構
久里浜医療センター・国立
研究開発法人 国立精神・
神経医療研究センター）

依存症の正しい理解の普及啓発

自自助助ググルルーーププ等等民民間間団団体体
（（全全国国規規模模）） 相談支援・普及啓発等

相談支援・家族支援、
普及啓発等

補助

設置

早期発見

選定

＊依存症の専門医療機関・治療拠点機関
  ○依存症に係る研修を修了した医師の配置
  ○治療プログラムの実施
  ○関係機関との連携
  ○地域の医療機関等への研修や情報発信(拠点)

医医
療療
体体
制制

出典：厚生労働省資料による。

資 2-38-1	 依存症対策の全体像
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第六次薬物乱用防止五か年戦略（概要）
令令和和５５年年薬薬物物乱乱用用対対策策推推進進会会議議決決定定

目標１ 青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱用未然防止

目標２ 薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な社会復帰支援による再乱用防止

目標３ 国内外の薬物密売組織の壊滅､大麻をはじめとする薬物の乱用者に対する取締りの徹底及び多様化する乱用薬物等に対する迅速な対応による薬物の流通阻止

＜大麻の有害性・危険性・国内外の規制状況について周知＞

目標４ 水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止

目標５ 国際社会の一員としての国際連携・協力を通じた薬物乱用防止

○薬物乱用防止教室の充実強化
○研修等を通じた指導方法・指導者の資質向上

○未規制物質や大麻濃縮物等の新たな規制薬物への対応
○未規制物質等の迅速な指定の推進

戦略策定に向けた５つの視点
・大麻乱用期への総合的な対策の強化 ・再乱用防止対策における関係機関の連携した“息の長い支援”強化 ・サイバー空間を利用した薬物密売
の取締強化 ・国際的な人の往来増加への対応強化 ・薬物乱用政策についての国際社会との連携・協力強化と積極的な発信

＜国際的な人の往来増加への対応としての啓発強化＞ ＜デジタルツール等を効果的に活用した広報・啓発手法の強化＞
○青少年の目に触れやすい広報媒体の活用
○科学的知見に基づく情報の広報・啓発資材への反映による内容の充実

＜ 治療等を提供する医療機関等の充実・強化＞
○認知行動療法等の治療や回復プログラムの更なる充実
○治療が可能な医療従事者育成のための研修の充実

＜関係機関がより一層連携した「息の長い支援」の実施＞

○刑事司法関係機関等による社会復帰支援の推進
○大麻事犯の特性に対応した指導・支援の推進

○薬物依存症等に関する正しい知識・意識の理解の促進
○支援方針の研究及び支援による効果検証の推進

＜大麻事犯者の再犯防止等に向けた効果的な対応の検討＞

＜ 薬物密売組織の弱体化・壊滅の推進＞

○薬物専門の捜査・情報分析・鑑定等体制強化
○合同捜査・共同摘発の推進

○サイバー空間を利用した薬物密売事犯への対応強化
○大麻乱用期の早期沈静化に向けた徹底した取締り

＜巧妙化する犯罪手口への対応強化と徹底した取締り＞ ＜ 新たに出現する未規制物質に対する速やかな規制＞

＜ 密輸手口の分析と情報共有等を通じた水際取締り体制の強化＞
○関係機関や事件等を通じた情報収集の推進
○合同取締訓練実施による取締体制の連携・能力向上

○コントロールド・デリバリー捜査の積極的な活用
○関係機関による捜査手法の共有及び連携強化

＜大麻、大麻製品等の密輸事犯の対応強化＞ ＜国際的な人の往来増加への対応としての水際対策＞

○ウェブサイト等を活用した規制薬物情報の広報・啓発強化
○国際会議・在外機関等を通じた広報・啓発の実施

＜各国・地域間の違法薬物密輸・取引情報等の収集及び体制の強化＞
○薬物仕出国等に対する技術支援等を通じた連携強化
○薬物仕出国等への職員派遣を通じた国際的な連携強化

＜我が国の薬物乱用政策の積極的発信＞ ＜海外関係機関への技術支援等を通じた連携強化＞

５つの目標

※項目は主なものを記載

○海外渡航者に向けた、ウェブサイトを利用した周知の実施
○諸外国における最新の薬物規制状況等の啓発資材への反映

○薬物乱用対策に係る情報集約体制の強化
○国際機関等との情報共有体制の強化

○国際的な理解獲得のための積極的な発信
○国連麻薬委員会等への参加を通じた諸外国との連携

出典：厚生労働省資料による。

出典：法務省・厚生労働省資料による。

資 2-38-2	 第六次薬物乱用防止五か年戦略の概要

資 2-38-3	 薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドラインの概要



66 令和７年版　再犯防止推進白書

第 2 章　保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組 �

（２）自助グループ等の民間団体と共同した支援の強化【施策番号 39】 
法務省は、刑事施設において、受刑者に対する薬物依存離脱指導の実施に当たり、自助グループや

専門機関関係者等との連携を図ることとしている。少年院においては、在院者に対する薬物非行防止
指導の実施に当たり、自助グループや医療関係者等の協力を受けることとしている。

また、保護観察所においては、依存性薬物に対する依存がある保護観察対象者等について、自助グ
ループ等の民間団体等に薬物依存回復訓練を委託して実施している。薬物依存回復訓練では、民間団
体等が行う依存性薬物の使用経験のある者のグループミーティングにおいて、依存に至った自己の問
題性について理解を深めるとともに、依存の影響を受けた生活習慣等を改善する方法を習得すること
を内容としている。

さらに、民間団体等が行う専門的な援助であって、法務大臣が定める基準に適合するものを受ける
ことを特別遵守事項として保護観察対象者に義務付ける制度を令和５年度から導入した。これは、保
護観察対象者が地域での援助や支援を受けるきっかけを作り、それによって保護観察終了後も継続し
て民間団体等とつながり、援助や支援を受け続けることができるようにすることを目的としたもので
ある。

厚生労働省は、平成 29 年度から、地域で薬物依存症に関する問題に取り組む自助グループ等民間
団体の活動を地方公共団体が支援する「薬物依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業（地域
生活支援促進事業）」を実施しており、平成 30 年度からは、全国規模で活動する民間団体の活動を
支援する「依存症民間団体支援事業」を実施している。

（３）薬物依存症に関する知見を有する医療関係者の育成【施策番号 40】 
厚生労働省は、令和２年度からの医師臨床研修制度において、精神科研修を必修化するとともに、

経験すべき疾病・病態の一つとして「依存症（ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博）」を位置付
けたところであり、引き続き臨床研修を推進する。

※ 複数機関への通所・通院含む

ガイドラインを踏まえた薬物依存者に対する支援等の流れ（イメージ図）

更生保護
施設入所

親許等
に帰住

刑 事 施 設 収 容 中 社 会 内

回復支援
施設入所

刑事施設
入所

仮釈放又は
実刑期間の満了

保護観察
期間終了

保護観察期間終了後の支援
のための調整・引継ぎ

保護観察所による指導監督・補導援護
薬物再乱用防止プログラム（教育・薬物検出検査）の実施

医療機関における治療

精神保健福祉センター等における援助

民間支援団体による支援

緊急時の対応
・相互に協力して解決に当たる。
・医療的支援が必要な場合は県等が定める連絡・対応窓口等に連絡
・明らかな犯罪行為は保護観察所が警察等に連絡 等

情報提供・協議・
ケア会議等の実施

引受人会の開催

保護観察所による個別相談・支援，家族会の開催

保護観察期間終了後の支援のための調整・引継ぎ

民間支援団体による支援

精神保健福祉センター等における援助

出典：法務省・厚生労働省資料による。

資 2-38-4	 ガイドラインを踏まえた薬物依存者に対する支援等の流れ
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（４）薬物依存症に関する知見を有する福祉専門職や心理専門職等の育成【施策番号 41】 
厚生労働省は、薬物依存を始めとする各依存症について教育内容を充実させるため、精神保健福祉

士及び社会福祉士の養成カリキュラムの見直しを行い、令和３年度から、複数の科目において、心理
面や社会問題、地域生活課題といった視点で依存症を学ぶこととしている。

また、公認心理師※ 18 の養成カリキュラムにおいて、公認心理師となるために必要な科目として、「健
康・医療心理学」、「精神疾患とその治療」、「保健医療分野に関する理論と支援の展開」等の科目を規
定しており、大学等によっては、それらの科目の中で薬物依存症を取り上げている。

４	 薬物事犯者の再犯防止施策の効果検証及び効果的な方策の検討【施策番号 42】
法務省及び検察庁は、薬物事犯者の再犯を防止するため、刑事施設内における処遇に引き続き、社

会内における処遇を実施する刑の一部の執行猶予制度（資 2-42-1参照）の適切な運用を図っている。
法務省は、同制度の施行を契機として、刑事施設及び保護観察所における薬物事犯者に対するプロ

グラムについて効果検証※ 19 を実施した。その結果、同プログラムには、再犯防止に一定の処遇効果
が認められた。この結果を踏まえ、より効果的かつ一貫性のある指導を実施するため、プログラムの
一層の充実に向けた検討を行っている。

刑事施設では、薬物事犯者の再犯防止のための取組として、薬物依存からの「回復」に焦点を当て、
出所後の生活により近い環境下で、社会内においても継続が可能となるプログラムを受講させるとと
もに、出所後に依存症回復支援施設に帰住等するための支援を行う女子依存症回復支援事業を、令和
元年度から５年間のモデル事業を経て、継続実施している（資 2-42-2参照）。

更生保護官署では、官民一体となった “ 息の長い ” 支援を実現するため、薬物依存のある受刑者に
ついて、一定の期間、更生保護施設等に居住させた上で、薬物依存症者が地域における支援を自発的
に受け続けるための習慣を身に付けられるよう地域の社会資源と連携した濃密な保護観察処遇を実施
する取組を行っており、令和７年度は、９施設において実施することとしている。

※ 18	公認心理師
	 心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する相談、援助等の業務に従事する者。平成 27年に成立した公認心理師法（平

成 27年法律第 68号）に基づく国家資格であり、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働等の様々な分野で活躍している。
※ 19	刑事施設及び保護観察所における薬物事犯者に対するプログラムの効果検証結果について
	 https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo10_00030.html
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厚生労働省は、令和元年度から、麻薬取締部に公認心理師等の専門支援員を配置し、麻薬取締部に
おいて薬物事犯により検挙された者のうち、保護観察の付かない全部執行猶予判決を受けた薬物初犯
者を主な対象として、希望者に対し、「直接的支援（断薬プログラムの提供）」、「間接的支援（地域資
源へのパイプ役）」、「家族支援（家族等へのアドバイス）」の三つの支援を柱とする再乱用防止対策事
業を実施している。令和３年度からは、法務省と連携し、本事業の対象者を麻薬取締部以外の捜査機
関において薬物事犯により検挙され同様の判決を受けた者等にも拡大している。さらに、同連携につ
いては、令和３年から４地区に限定した上で試行的に行ってきたが、令和５年に、試行対象地区を麻
薬取締部の拠点である全ての地区（９地区）に拡大した。

また、医薬品医療機器制度部会の下に医学・薬学・法学等の専門家、医療関係団体、地方公共団体
関係者を構成員とする「大麻規制検討小委員会」を設置し、令和４年５月から計４回開催した。同年
10 月に公表したとりまとめ※ 20 において、大麻規制等に関する法改正の方向性と合わせ、薬物乱用者
に対する回復支援の対応を推進し、薬物依存症の治療等を含めた再乱用防止や社会復帰支援策も充実
させるべきとの基本的な方向性も示された。その後、令和５年の法改正により大麻施用罪が設けられ
たことを踏まえ、麻薬取締部が実施する再乱用防止対策事業の対象者に大麻不正施用者も含めた上で
支援を実施している。

法務省及び厚生労働省は、平成 30 年度から「薬物事犯者の再犯防止対策の在り方に関する検討会」
を開催しており、令和６年度は同検討会実務担当者会議において、薬物事犯者の再乱用防止に向けた
効果的な方策の具体化に向けた検討を進めた。

※ 20	大麻規制検討小委員会　とりまとめ
	 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25666.html

出典：法務省資料による。

資 2-42-1	 刑の一部の執行猶予制度の概要

刑刑のの一一部部のの執執行行猶猶予予制制度度

〇〇 刑刑のの一一部部執執行行猶猶予予制制度度ととはは

（例）拘禁刑２年、うち６月につき２年間執行猶予

執行猶予の期間
２年間

※ 実刑部分につき仮釈放も可能。
※ 令和７年６月１日から、懲役及び禁錮が廃止され、「拘禁刑」となった。

対 象

〇〇 初初入入者者等等

・ 実刑前科のない者、執行猶予中の者など
（対象犯罪による限定なし）

・ 裁判所の裁量により、執行猶予の期間中、
保護観察に付することができる。

〇〇 薬薬物物使使用用者者（（初初入入者者等等をを除除くく。。））

・ 薬物自己使用等事犯（※）を犯した累犯者
※規制薬物（覚醒剤、麻薬（大麻を含む。）等）・毒
劇物（トルエン等）の自己使用・単純所持の罪

２年

年６月 ６月

実実刑刑部部分分 猶猶予予部部分分

裁判所が、３年以下の刑期の拘禁刑を言い渡す場合に、その刑の一部について、１～５年間、
執行を猶予することができるとする制度

・ 執行猶予の期間中、必ず保護観察に付される。
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札幌刑務支所「女子依存症回復支援センター」
～受刑段階から出所後の支援と直結した指導を実施～

〇 女性特有の問題に着目した多様なプログラムの実施
週間プログラム（例） コアプログラムの概要

※ 週１回、プログラムと並行してカンファレンスを実施する。

＜内容（主なセッション）＞
・あなたがここにいる理由
・依存症（ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ）ってなんですか
・止めなければいけない？
・わたしの応援団
・変化していく女性のからだ
・グチと相談
・依存先を増やす など

〇 プログラムとの相乗効果を期待した特徴的な処遇の実施
刑務作業

いちごの栽培
（北海道産品種：けんたろう）

その他

ビニールハウス

＜所内での生活＞
・薬物の自己使用からの回復という同じ目的を
持った者による自主性を重んじた共同生活

・出所後の生活環境に近い処遇環境

＜出所にあたって＞
・施設内で使用したテキストを持ち帰り、出所後
の更生意欲を喚起

農作業を通じて、心身の安定を図る

〇 処遇環境の整備

居室棟（みのり寮）
～夜間・休日の生活エリア～

女子依存症回復支援センター
～日中活動のエリア～

コンセプト：出所後の生活（回復支援施設）に近い環境

入浴場

ミーティングルーム

＜特徴＞
・女性特有の事情を反映し、出所後も継続
使用できるプログラム構成
・オープンエンド方式による編入

寮内

ビニールハウス（内部）

いちごの苗

ホール 多目的スペース

居室

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午前 生活術 コア
プログラム 刑務作業 コアプログ

ラム
個別指導／
刑務作業

午後
NA／AA
メッセージ
ミーティン

グ

プリズン・
ブック・ク
ラブ／セン
ターミー
ティング

ヨガ/手仕事
＆アート 刑務作業 個別指導／

刑務作業

※プログラムがない時間帯は作業を実施

出典：法務省資料による。

資 2-42-2	 札幌刑務支所「女子依存症回復支援センター」




